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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラーネットワーク内の第1のサーバにより実行される方法であって、
　位置情報の要求を移動局へ送信することを開始するステップと、
　前記移動局から支援データの要求を取得したことに応答して、前記移動局の現在の位置
に関係する電子地図データを含む局所的な地図データの取得元である第2のサーバを、複
数の第2サーバから特定し、前記局所的な地図データの要求を前記特定された第2のサーバ
へ送信することを開始するステップと、
　前記第2のサーバから前記局所的な地図データを取得したことに応答して、前記移動局
への前記支援データの送信を開始するステップであって、前記支援データが、前記局所的
な地図データに少なくとも一部基づく、ステップと、
　前記移動局から前記位置情報を取得するステップであって、前記位置情報が、前記支援
データに少なくとも一部基づく、ステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
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　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動局から取得された前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに少
なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のサーバによって、
　前記移動局から前記支援データの要求を取得したことに応答して、第2のサーバの情報
の要求の第3のサーバへの送信を開始するステップをさらに含み、
　前記局所的な地図データの要求が、前記第3のサーバから取得された前記第2のサーバの
情報に少なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１２】
　セルラーネットワーク内の第1のサーバにおいて用いるための装置であって、
　位置情報の要求を移動局に提供するための手段と、
　前記移動局から支援データの要求を取得するための手段と、
　前記移動局の現在の位置に関係する電子地図データを含む局所的な地図データの取得元
である第2のサーバを、複数の第2のサーバから特定するための手段と、
　前記移動局から前記支援データの要求を取得したことに応答して、前記局所的な地図デ
ータの要求を前記特定された第2のサーバに提供するための手段と、
　前記第2のサーバから前記局所的な地図データを取得するための手段と、
　前記移動局に支援データを提供するための手段であって、前記支援データが、前記局所
的な地図データに少なくとも一部基づく、手段と、
　前記移動局から前記位置情報を取得するための手段であって、前記位置情報が、前記支
援データに少なくとも一部基づく、手段とを含む、装置。
【請求項１３】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項１２に記載の装
置。
【請求項１５】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記移動局から取得された前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに少
なくとも一部基づく、請求項１２に記載の装置。
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【請求項１７】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項１２に記載の装置。
【請求項２０】
　第3のサーバに第2のサーバの情報の要求を提供するための手段と、
　前記第3のサーバから前記第2のサーバの情報を取得するための手段とをさらに含み、
　前記局所的な地図データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、
請求項１２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項１２に
記載の装置。
【請求項２３】
　セルラーネットワーク内の第1のサーバにおいて用いるための装置であって、
　少なくとも1つのネットワークインターフェースと、
　前記少なくとも1つのネットワークインターフェースを介して、
　位置情報の要求を移動局へ送信することを開始し、
　前記移動局から支援データの要求を取得し、
　前記移動局の現在の位置に関係する電子地図データを含む局所的な地図データの取得元
である第2のサーバを、複数の第2のサーバから特定し、
　前記移動局から前記支援データの要求を取得したことに応答して、前記局所的な地図デ
ータの要求を前記特定された第2のサーバへ送信することを開始し、
　前記第2のサーバから取得された前記局所的な地図データに少なくとも一部基づく支援
データの、前記移動局への送信を開始し、
　前記移動局から、前記支援データに少なくとも一部基づく前記位置情報を取得するため
の、少なくとも1つの処理ユニットと
を含む、装置。
【請求項２４】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項２３に記載の装
置。
【請求項２６】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　前記移動局から取得された前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに少
なくとも一部基づく、請求項２３に記載の装置。
【請求項２８】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項２７に記載の装置。
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【請求項２９】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項２３に記載の装置。
【請求項３１】
　前記少なくとも1つの処理ユニットがさらに、前記少なくとも1つのネットワークインタ
ーフェースを介して、
　第2のサーバの情報の要求の第3のサーバへの送信を開始し、
　前記第3のサーバから前記第2のサーバの情報を取得するためのものであり、
　前記局所的な地図データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、
請求項２３に記載の装置。
【請求項３２】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項２３に
記載の装置。
【請求項３４】
　セルラーネットワーク内の第1のサーバの1つまたは複数の処理ユニットによって、
　位置情報の要求を移動局へ送信することを開始し、
　前記移動局から支援データの要求を取得したことに応答して、前記移動局の現在の位置
に関係する電子地図データを含む局所的な地図データの取得元である第2のサーバを、複
数の第2サーバから特定し、前記局所的な地図データの要求を前記特定された第2のサーバ
へ送信することを開始し、
　前記第2のサーバから前記局所的な地図データを取得したことに応答して、前記移動局
への前記支援データの送信を開始し、このとき前記支援データが、前記局所的な地図デー
タに少なくとも一部基づき、
　前記移動局から前記位置情報を取得し、このとき前記位置情報が、前記支援データに少
なくとも一部基づくように実行可能なコンピュータ実施可能命令を記憶する非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項３４に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項３４に記載の非
一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項３４に記載の非一時的なコンピュータ可
読媒体。
【請求項３８】
　前記移動局から取得された前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに少
なくとも一部基づく、請求項３４に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項３８に記載の非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
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　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項３９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項３４に記載の非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４２】
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記1つまたは複数の処理ユニットによって
、
　前記移動局から前記支援データの要求を取得したことに応答して、第2のサーバの情報
の要求の第3のサーバへの送信を開始するように実行可能であり、
　前記局所的な地図データの要求が、前記第3のサーバから取得された前記第2のサーバの
情報に少なくとも一部基づく、請求項３４に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項４２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４４】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項３４に
記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４５】
　移動局により実施される方法であって、
　セルラーネットワーク内の第1のサーバに、支援データの要求を送信するステップであ
って、前記支援データが、複数の第2のサーバの１つから前記第1のサーバにより取得され
た局所的な地図データに少なくとも一部基づき、前記局所的な地図データが、前記移動局
の現在の位置に付随する地図関連の情報を含む、ステップと、
　前記第1のサーバから前記支援データを取得するステップと、
　前記支援データに少なくとも一部基づいて、前記移動局と関連付けられた位置情報を求
めるステップと、
　前記位置情報を前記第1のサーバに送信するステップと
を含む、方法。
【請求項４６】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項４５に記載の方
法。
【請求項４８】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項４５に記載の方法。
【請求項４９】
　前記移動局と関連付けられた前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに
少なくとも一部基づく、請求項４５に記載の方法。
【請求項５０】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項４５に記載の方法。
【請求項５３】
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　前記移動局によって、
　第3のサーバに第2のサーバの情報の要求を送信するステップと、
　前記第3のサーバから前記第2のサーバの情報を取得するステップであって、前記第2の
サーバの情報が、前記第2のサーバを示すものである、ステップとをさらに含み、
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、請求項４
５に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項４５に
記載の方法。
【請求項５６】
　移動局において用いるための装置であって、
　セルラーネットワーク内の第1のサーバに、支援データの要求を提供するための手段で
あって、前記支援データが、複数の第2のサーバの1つから前記第1のサーバにより取得さ
れた局所的な地図データに少なくとも一部基づき、前記局所的な地図データが、前記移動
局の現在の位置に付随する地図関連の情報を含む、手段と、
　前記第1のサーバから前記支援データを取得するための手段と、
　前記支援データに少なくとも一部基づいて、前記移動局と関連付けられた位置情報を求
めるための手段と、
　前記位置情報を前記第1のサーバに提供するための手段と
を含む、装置。
【請求項５７】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項５６に記載の装
置。
【請求項５９】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項５６に記載の装置。
【請求項６０】
　前記移動局と関連付けられた前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに
少なくとも一部基づく、請求項５６に記載の装置。
【請求項６１】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項５６に記載の装置。
【請求項６４】
　第3のサーバに第2のサーバの情報の要求を提供するための手段と、
　前記第3のサーバから前記第2のサーバの情報を取得するための手段であって、前記第2
のサーバの情報が、前記第2のサーバを示すものである、手段とをさらに含み、
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、請求項５
６に記載の装置。
【請求項６５】
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　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項６４に記載の装置。
【請求項６６】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項５６に
記載の装置。
【請求項６７】
　少なくとも1つのネットワークインターフェースと、
　セルラーネットワーク内の第1のサーバへの、前記少なくとも1つのネットワークインタ
ーフェースを介した支援データの要求の送信を開始し、このとき前記支援データが複数の
第2のサーバの1つから前記第1のサーバにより取得された局所的な地図データに少なくと
も一部基づき、前記局所的な地図データが、移動局の現在の位置に付随する地図関連の情
報を含み、
　前記第1のサーバから、前記少なくとも1つのネットワークインターフェースを介して前
記支援データを取得し、
　前記支援データに少なくとも一部基づいて、前記移動局と関連付けられた位置情報を求
め、
　前記少なくとも1つのネットワークインターフェースを介した、前記位置情報の前記第1
のサーバへの送信を開始する
　ための、少なくとも1つの処理ユニットと
を含む、移動局。
【請求項６８】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項６７に記載の移動局。
【請求項６９】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項６７に記載の移
動局。
【請求項７０】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項６７に記載の移動局。
【請求項７１】
　前記移動局と関連付けられた前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに
少なくとも一部基づく、請求項６７に記載の移動局。
【請求項７２】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項７１に記載の移動局
。
【請求項７３】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項７２に記載の移動局。
【請求項７４】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項６７に記載の移動局
。
【請求項７５】
　前記少なくとも1つの処理ユニットがさらに、
　前記少なくとも1つのネットワークインターフェースを介した、第2のサーバの情報の要
求の第3のサーバへの送信を開始し、
　前記少なくとも1つのネットワークインターフェースを介して、前記第3のサーバから前
記第2のサーバを示す前記第2のサーバの情報を取得するためのものであり、
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、請求項６
７に記載の移動局。
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【請求項７６】
　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項７５に記載の移動局。
【請求項７７】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項６７に
記載の移動局。
【請求項７８】
　移動局の1つまたは複数の処理ユニットによって、
　セルラーネットワーク内の第1のサーバへの支援データの要求の送信を開始し、このと
き前記支援データが、複数の第2のサーバの1つから前記第1のサーバにより取得された局
所的な地図データに少なくとも一部基づき、前記局所的な地図データが、前記移動局の現
在の位置に付随する地図関連の情報を含み、
　前記第1のサーバから前記支援データを取得し、
　前記支援データに少なくとも一部基づいて、前記移動局と関連付けられた位置情報を求
め、
　前記位置情報の前記第1のサーバへの送信を開始するように実行可能なコンピュータ実
施可能命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項７９】
　前記支援データが、前記局所的な地図データを含む、請求項７８に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項８０】
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバを示すものである、請求項７８に記載の非
一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８１】
　前記支援データの要求が、第1の測位操作に少なくとも一部基づいて求められる、前記
移動局の大まかな位置を示すものである、請求項７８に記載の非一時的なコンピュータ可
読媒体。
【請求項８２】
　前記移動局と関連付けられた前記位置情報が、第2の測位操作および前記支援データに
少なくとも一部基づく、請求項７８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８３】
　前記支援データが、少なくとも1つのワイヤレス信号送信機を特定し、前記第2の測位操
作が、前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機により送信された少なくとも1つのワイ
ヤレス信号に少なくとも一部基づいた、屋内測位操作を含む、請求項８２に記載の非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８４】
　前記少なくとも1つのワイヤレス信号送信機が、ローカルエリアネットワークのアクセ
スポイントを含む、請求項８３に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８５】
　前記支援データの要求が、第3のサーバを示すものである、請求項７８に記載の非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８６】
　前記コンピュータ実施可能命令がさらに、前記1つまたは複数の処理ユニットによって
、
　第2のサーバの情報の要求の第3のサーバへの送信を開始し、
　前記第3のサーバから前記第2のサーバを示す前記第2のサーバの情報を取得するように
実行可能であり、
　前記支援データの要求が、前記第2のサーバの情報に少なくとも一部基づく、請求項７
８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８７】
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　前記第2のサーバの情報が、前記第2のサーバと関連付けられたネットワークアドレスを
含む、請求項８６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項８８】
　前記セルラーネットワークが、サービングセルラーネットワークを含む、請求項７８に
記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示される主題は、電子デバイスに関し、より具体的には、局所的な地図デ
ータによる測位支援データを移動局に提供する際に用いるための方法および装置に関する
。
【０００２】
　本出願は、2010年2月1日に出願された、「Positioning with Involvement of Network 
Positioning Server」という表題の、米国特許仮出願第61/300,347号の、米国特許法第11
9条による優先権を主張し、上記の仮出願は本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明
細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　全地球測位システム(GPS)および他の同様の衛星測位システムは、屋外環境での、モバ
イルハンドセットに対する案内サービスを可能にした。屋内環境においては、衛星信号が
常に確実に受信および/または取得されるわけではないことがあるので、様々な技術が、
位置推定および関連する案内サービスを可能にするために利用され得る。たとえば、移動
局は通常、既知の場所に位置する3つ以上の地上無線送信機までの距離を測定することに
よって、位置決定を取得することができる。たとえば、そのような距離は、そのようなア
クセスポイントから受信される信号からMAC IDアドレスを取得することによって、および
、そのようなアクセスポイントから受信される信号の1つまたは複数の特性、たとえばい
くつか例を挙げると、信号強度、往復遅延などを測定することによって、測定され得る。
【０００４】
　さらなる例として、携帯電話、スマートフォンなどのような移動局は、たとえば、様々
な無線送信機(たとえばアクセスポイント、ビーコンなど)と交換される信号の信号強度(
たとえば、RSSI)および/または伝搬時間(たとえば、往復時間(RTT))の測定を行うことに
よって、信号に基づく位置推定を実行し、建物の中で移動局の位置を特定することができ
る。移動局は、これらの、または他の同様の測定結果を用いて、空間の領域全体での確率
分布(たとえば、2つまたは座標(x,y)などを用いて定義される)を得ることができる。その
ような確率分布または他の同様の情報は、たとえば、粒子フィルタ、カルマンフィルタ、
および/または既知の技術を用いる他の測位技術において、用いられ得る。
【０００５】
　いくつかの実装形態では、屋内の案内システムは、たとえばユーザが特定の屋内の領域
に入ったときに、移動局にデジタル電子地図を提供することができる。そのような地図は
、扉、廊下、入口、壁などのような屋内の構造物、浴室、公衆電話、部屋番号、店舗など
のような、POI(point of interest)を、示すことができる。そのようなデジタル電子地図
は、たとえばインターネットに基づくURLを選択することで移動局によりアクセス可能と
なる、サーバに記憶され得る。したがって、そのような地図を取得するために、移動局は
、サービングネットワークもしくは他のセルラーネットワークから離れ、かつ/または場
合によっては、ローカルエリアネットワークおよび/もしくはインターネットにアクセス
する必要があり得る。そのような地図を取得して表示することによって、移動局は、移動
局(およびユーザ)の現在の位置を表示された地図に重ねて、さらなる状況をユーザに知ら
せることができる。移動局は、経路指定の制約を示す地図情報を用いて、経路指定が制約
される屋内の領域において移動局の軌跡を推定する際に、位置推定を適用することもでき
る。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ある例示的な実装形態では、セルラーネットワーク内の第1のサーバにより実施され得
る方法が提供される。そのような例示的な方法は、位置情報の要求(たとえば、要求を表
す1つまたは複数の電気信号または他の同様の信号)の移動局への送信を開始するステップ
と、移動局から支援データの要求を取得したことに応答して、局所的な地図データの要求
の第2のサーバへの送信を開始するステップと、第2のサーバから局所的な地図データを取
得したことに応答して、支援データ(たとえば、支援データを表す1つまたは複数の電気信
号または他の同様の信号)の移動局への送信を開始するステップであって、支援データが
、局所的な地図データに少なくとも一部基づく、ステップと、移動局から位置情報を取得
するステップであって、位置情報が、支援データに少なくとも一部基づく、ステップとを
、含み得る。
【０００７】
　別の例示的な実装形態では、セルラーネットワーク内の第1のサーバにおいて用いる装
置が提供される。そのような例示的な装置は、位置情報の要求を移動局に提供するための
手段と、局所的な地図データの要求を第2のサーバに提供するための手段と、移動局から
支援データの要求を取得したことに応答して、第2のサーバから局所的な地図データを取
得するための手段と、支援データを移動局に提供するための手段であって、支援データが
、局所的な地図データに少なくとも一部基づく、手段と、移動局から位置情報を取得する
ための手段であって、位置情報が、支援データに少なくとも一部基づく、手段とを、含み
得る。
【０００８】
　さらに別の例示的な実装形態では、セルラーネットワーク内の第1のサーバにおいて用
いる装置が提供される。そのような例示的な装置は、少なくとも1つのネットワークイン
ターフェースと、少なくとも1つのネットワークインターフェースを介して、位置情報の
要求の移動局への送信を開始し、移動局から支援データの要求を取得したことに応答して
、局所的な地図データの要求の第2のサーバへの送信を開始し、第2のサーバから取得され
た局所的な地図データに少なくとも一部基づく支援データの、移動局への送信を開始し、
移動局から、支援データに少なくとも一部基づく位置情報を取得するための、少なくとも
1つの処理ユニットとを、含み得る。
【０００９】
　さらに別の例示的な実装形態では、製造物品が提供される。そのような例示的な物品は
、位置情報の要求の移動局への送信を開始し、移動局から支援データの要求を取得したこ
とに応答して、局所的な地図データの要求の第2のサーバへの送信を開始し、第2のサーバ
から局所的な地図データを取得したことに応答して、局所的な地図データに少なくとも一
部基づく支援データの、移動局への送信を開始し、移動局から、支援データに少なくとも
一部基づく位置情報を取得するための、セルラーネットワーク内の第1のサーバの1つまた
は複数の処理ユニットにより実行可能なコンピュータ実施可能命令を記憶する、非一時的
なコンピュータ可読媒体を含み得る。
【００１０】
　ある例示的な実装形態では、移動局により実施され得る方法が提供される。そのような
例示的な方法は、セルラーネットワーク内の第1のサーバに支援データの要求を送信する
ステップであって、支援データが、第2のサーバから第1のサーバにより取得された局所的
な地図データに少なくとも一部基づく、ステップと、第1のサーバから支援データを取得
するステップと、支援データに少なくとも一部基づいて、移動局と関連付けられた位置情
報を求めるステップと、位置情報を第1のサーバに送信するステップとを、含み得る。
【００１１】
　別の例示的な実装形態では、移動局において用いる装置が提供される。そのような例示
的な装置は、セルラーネットワーク内の第1のサーバに支援データの要求を提供するため
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の手段であって、支援データが、第2のサーバから第1のサーバにより取得された局所的な
地図データに少なくとも一部基づく、手段と、第1のサーバから支援データを取得するた
めの手段と、支援データに少なくとも一部基づいて、移動局と関連付けられた位置情報を
求めるための手段と、位置情報を第1のサーバに提供するための手段とを、含み得る。
【００１２】
　さらに別の例示的な実装形態では、移動局は、少なくとも1つのネットワークインター
フェースと、セルラーネットワーク内の第1のサーバへの、少なくとも1つのネットワーク
インターフェースを介した支援データの要求の送信を開始し、このとき支援データが第2
のサーバから第1のサーバにより取得された局所的な地図データに少なくとも一部基づき
、さらに、第1のサーバから少なくとも1つのネットワークインターフェースを介して支援
データを取得し、支援データに少なくとも一部基づいて、移動局と関連付けられた位置情
報を求め、少なくとも1つのネットワークインターフェースを介した位置情報の第1のサー
バへの送信を開始するための、少なくとも1つの処理ユニットとを、含み得る。
【００１３】
　さらに別の例示的な実装形態では、製造物品が提供される。そのような例示的な物品は
、セルラーネットワーク内の第1のサーバへの支援データの要求の送信を開始し、このと
き支援データが第2のサーバから第1のサーバにより取得された局所的な地図データに少な
くとも一部基づき、さらに、第1のサーバから支援データを取得し、支援データに少なく
とも一部基づいて、移動局と関連付けられた位置情報を求め、位置情報の第1のサーバへ
の送信を開始するように、移動局の1つまたは複数の処理ユニットにより実行可能なコン
ピュータ実施可能命令を記憶する、非一時的なコンピュータ可読媒体を含み得る。
【００１４】
　非限定的および網羅的ではない態様が、以下の図面を参照して説明され、別段規定され
ない限り、様々な図面を通じて、同様の参照番号は同様の部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データを移動局に提供
する際に用いる、1つまたは複数のコンピューティングデバイスおよび移動局を含む、例
示的な環境を示す概略的なブロック図である。
【図２】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データを移動局に提供
できる、例示的なコンピューティングデバイスのある特徴を示す、概略的なブロック図で
ある。
【図３】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データを取得および使
用できる、例示的な移動局のある特徴を示す、概略的なブロック図である。
【図４】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データを移動局に提供
する際に、1つまたは複数の他のコンピューティングデバイスを提供および/または支援で
きる、少なくとも1つのコンピューティングデバイスにおいて用いる、例示的な処理のあ
る特徴を示す流れ図である。
【図５】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データを取得および使
用できる移動局において用いる、例示的な処理のある特徴を示す流れ図である。
【図６】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データが移動局に提供
される、例示的な処理のある特徴を示す呼の流れ図である。
【図７】ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援データが移動局に提供
される、別の例示的な処理のある特徴を示す呼の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　局所的な地図データによる測位支援データを移動局に提供するために、様々な方法およ
び/または装置を用いて実施され得る、いくつかの例示的な技術が本明細書で提供される
。ここで、たとえば、測位支援データは、移動局の現在の位置に関連し得る局所的な地図
データを少なくとも一部含んでもよく、および/または場合によっては、そのような地図
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データに少なくとも一部基づいてもよい。そのような測位支援データは、たとえば、セル
ラーネットワーク(たとえば、サービングセルラー通信ネットワーク、提携するセルラー
通信ネットワーク、サービングセルラー通信ネットワークと通信状態にあり得る他のセル
ラー通信ネットワークなど)内の第1のサーバ(たとえば、測位サーバなど)により移動局に
提供され得る。
【００１７】
　本明細書で用いられる場合、「サービングセルラー通信ネットワーク」は、移動局と関
連付けられた人物またはエンティティとの同意の下で、サービスプロバイダにより運営さ
れる家庭用セルラーネットワークまたは他の同様のセルラーネットワークを含む。様々な
セルラーネットワークが、ネットワークサービスを提供するために(たとえば、ローミン
グ、他のサービスなどを可能にするために)、提携関係にあってよく、または場合によっ
ては一緒に運営されてもよいが、通常は、1つの移動局と関連付けられた1つのサービング
セルラー通信ネットワークが存在する。
【００１８】
　ある例示的な実装形態では、第1のサーバは、セルラーネットワークの中にあってもな
くてもよい、1つまたは複数の第2のサーバ(たとえば、地図サーバなど)から、局所的な地
図データの少なくとも一部を取得することができる。たとえば、第2のサーバは、移動局
および/または第1のサーバにより何らかの方法で特定され得る。たとえば、移動局および
/または第1のサーバは、第3のサーバ(たとえば、ディレクトリサーバなど)を用いて、適
切な第2のサーバを特定することができる。たとえば、特定の実装形態では、第3のサーバ
は、たとえば、移動局の大まかな位置(たとえば、推定された位置、推定された相対位置
、セルの識別子、明示的なユーザ入力など)に少なくとも一部基づくネットワークアドレ
スのような、第2のサーバの情報を求めることができる。したがって、たとえば、移動局
の大まかな位置が、移動局が空港またはショッピングモールの中もしくは近くに位置し得
ることを示す場合、そのような「屋内」環境の中で移動局の位置を求める際に用いられ得
る局所的な地図データを提供できる、および/または場合によっては、そのような地図デ
ータに関連する追加の局所的なコンテキスト情報、案内情報などを提供できる、第2のサ
ーバが特定され得る。
【００１９】
　特定の実装形態では、たとえば、局所的な地図データによる測位支援データの一部が、
移動局が位置情報(たとえば、推定された位置および/または相対的な場所)を求めるため
に何らかの方法で受信して処理できる、1つまたは複数の信号を送信できる、1つまたは複
数のワイヤレス信号送信機を特定することができ、上記の位置情報は、1つまたは複数の
他のデバイス(たとえば、第1のサーバなど)に提供されてよく、および/または、位置に基
づくサービス、案内サービスなどを、移動局を介して提供する際に用いられてもよい。受
信機の位置および/または場所を推定するために、そのようなワイヤレス信号の送信を利
用する、様々な技術が知られている。
【００２０】
　ある例示的な実装形態では、移動局が、1つまたは複数のネットワーク中のワイヤレス
通信リンクおよび/または有線通信リンクを通じて様々なネットワークデバイスと通信す
ることを可能にする、様々な通信プロトコルを用いて実施され得る、技術が提供される。
したがって、たとえば、ある例では、移動局は、1つまたは複数の適切なプロトコルによ
りサポートされる1つまたは複数のメッセージを介して、ある要求および/または応答また
は他の同様のデータを送信/受信することができる。同様に、たとえば、ある例では、サ
ーバ(たとえば、1つまたは複数のコンピューティングデバイスによりホストまたは場合に
よってはサポートされる)は、1つまたは複数の適切なプロトコルによりサポートされる1
つまたは複数のメッセージを介して、ある要求および/または応答または他の同様のデー
タを送信/受信することができる。ある例示的なプロトコルが本明細書で言及されるが、
特許請求される主題は、そのような例に限定されるようには意図されないことを、理解さ
れたい。
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【００２１】
　このことに留意して、非限定的な例として、位置情報の要求が移動局に(たとえば、ワ
イヤレス通信リンクを介して)送信され得る方法が、少なくとも1つのセルラーネットワー
ク内の第1のサーバで実施され得る。ここで、たとえば、第1のサーバは、セルラーネット
ワーク内の測位サーバとして動作し、そのような位置情報を選択的に要求することができ
る。移動局は、支援データの要求を第1のサーバに送信することによって、位置情報の要
求に応答することができる。以下でより詳細に説明されるように、支援データの要求を取
得したことに応答して、第1のサーバは、局所的な地図データの要求を第2のサーバに送信
することができる。局所的な地図データを第2のサーバから取得したことに応答して、第1
のサーバは、測位支援データを移動局に送信することができる。ここで、たとえば、その
ような測位支援データは、局所的な地図データを少なくとも一部含んでもよく、または局
所的な地図データに少なくとも一部基づいてもよい。たとえば、第1のサーバは次に、前
に提供された支援データに少なくとも一部基づき得る位置情報を、移動局から取得するこ
とができる。
【００２２】
　ある例示的な実装形態では、支援データの要求は、1つまたは複数の特定の第2のサーバ
を既に示すものであってよい。たとえば、ある例では、移動局は、記憶された情報、導出
された情報、および/または1つまたは複数の他のデバイス(たとえば、コンピューティン
グデバイス、移動局、ワイヤレスネットワークなど)から受信された情報に基づいて、第2
のサーバ(たとえば、地図サーバ)を特定することができる。ある例示的な実装形態では、
移動局は、第3のサーバ(たとえば、同じまたは他の同様のセルラーネットワークのディレ
クトリサーバ)と通信して、第2のサーバを特定することができる。ここで、たとえば、移
動局は、自身の大まかな位置または他の同様の情報を第3のサーバに提供することができ
、第3のサーバは次いで、そのような情報を、セルラーネットワークの中にあってもなく
てもよい1つまたは複数の適切な第2のサーバと、関連付けることができる。
【００２３】
　本明細書で説明されるような他の例示的な実装形態では、第1のサーバ(たとえば測位サ
ーバ)は、記憶された情報、導出された情報、および/または1つまたは複数の他のデバイ
ス(たとえば、コンピューティングデバイス、移動局、ワイヤレスネットワークなど)から
受信された情報に基づいて、第2のサーバ(たとえば、地図サーバ)を特定することができ
る。ある例示的な実装形態では、第1のサーバは、移動局と関連付けられた大まかな位置
または他の同様の情報を、第3のサーバ(たとえばディレクトリサーバ)に提供することが
できる。したがって、ある例示的な実装形態では、支援データの要求は、移動局の大まか
な位置を示すものであってよい。
【００２４】
　移動局の大まかな位置は、第1の測位操作に少なくとも一部基づき得るが、ある例示的
な実装形態では、移動局から次に取得される位置情報は、第1の測位操作と異なっていて
もよく局所的な地図データによる受信された測位支援データを利用する、第2の測位操作
に少なくとも一部基づき得る。したがって、非限定的な例として、第1の測位操作は、セ
ルラーネットワークとは独立であり得る、または場合によってはセルラーネットワークに
より提供され、サポートされ、もしくは補強され得る、GNSSおよび/または他の地上測位
技術と関わってもよく、第2の測位操作は、1つまたは複数のWLANなどの送信デバイス(た
とえば、ビーコン、アクセスポイントなど)により提供されまたは場合によってはサポー
トされる、位置に基づくサービス(LBS)などと関わってもよい。したがって、ある例では
、第2の測位操作は、局所的な地図データによる受信された測位支援データにおいて特定
される1つまたは複数のワイヤレス信号送信機に少なくとも一部基づく、「屋内の」測位
操作(たとえば、1つまたは複数の構造物、サービス、事業者、イベントなどと関連する)
を含み得る。たとえば、そのような測位支援データは、送信機の位置、および/または局
所的な地図データで利用可能であり得る他の有用な情報を、特定することができる。
【００２５】
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　ある例示的な実装形態では、移動局で用いる方法が提供され得る。ここで、たとえば、
方法は、セルラーネットワーク内の第1のサーバに支援データの要求を送信するステップ
を含み得る。たとえば、要求された支援データは、第2のサーバから第1のサーバにより取
得され得る局所的な地図データに少なくとも一部基づき得る。移動局は、そのような測位
支援データを第1のサーバから取得することができ、測位支援データに少なくとも一部基
づいて、移動局に関連する位置情報を求めることができる。たとえば、移動局は、位置情
報を、第1のサーバおよび/または他のデバイスに送信することができる。
【００２６】
　ここで図1に注目し、図1は、ある実装形態による、セルラーネットワーク内の第1のサ
ーバ104、第2のサーバ106、第3のサーバ108、および、局所的な地図データ116による(た
とえば、局所的な地図データ116を少なくとも一部含む、および/または局所的な地図デー
タ116に少なくとも一部基づく)測位支援データを移動局102に提供するのに用いられ得る
、1つまたは複数のネットワーク110を含む、例示的な環境100を示す概略的なブロック図
である。
【００２７】
　移動局102は、ユーザによって適度に各所に移動され得る任意の電子デバイスを表すこ
とが意図される。限定ではなく例として、そのような移動局は、場合によっては1つまた
は複数のセルラーネットワークなどと動作可能に関連付けられ得る、携帯電話、スマート
フォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、装着可能コンピュータ、
携帯情報端末、ナビゲーションデバイス、ゲームデバイスなどの、コンピューティングデ
バイスおよび/または通信デバイスを含み得る。
【００２８】
　移動局102、第1のサーバ104、および/または図1で表される他のデバイスは、たとえば
、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク
(WLAN)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)などのような、様々なワイヤレ
ス通信ネットワークとともに用いることが、(たとえば、1つまたは複数のネットワークイ
ンターフェースを介して)可能にされてもよい。用語「ネットワーク」および「システム
」は、本明細書では交換可能に用いられ得る。WWANは、符号分割多重接続(CDMA)ネットワ
ーク、時分割多重接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多重接続(FDMA)ネットワーク、直
交周波数分割多重接続(OFDMA)ネットワーク、単一キャリア周波数分割多重接続(SC-FDMA)
ネットワークなどであってよい。CDMAネットワークは、いくつか無線技術を挙げると、cd
ma2000、Wideband-CDMA(W-CDMA)、時分割同期符号分割多重接続(TD-SCDMA)のような、1つ
または複数の無線接続技術(RAT)を実装することができる。ここで、cdma2000は、IS-95、
IS-2000、およびIS-856規格に従って実装される技術を含み得る。TDMAネットワークは、G
lobal System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、Digital Advanced Mobile P
hone System(D-AMPS)または何らかの他のRATを実施することができる。GSM(登録商標)お
よびW-CDMAは「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と名付けられた団体によ
る文書に記載されている。cdma2000は「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2
)と名付けられた団体による文書に記載されている。3GPPおよび3GPP2の文書は公開されて
いる。たとえば、WLANは、IEEE 802.11xネットワークを含んでもよく、WPANは、Bluetoot
h(登録商標)ネットワーク、IEEE 802.15xを含んでもよい。ワイヤレス通信ネットワーク
は、たとえば、ロングタームエボリューション(LTE)、Advanced LTE、WiMax、ウルトラモ
バイルブロードバンド(UMB)、および/または同様のもの
のような、いわゆる次世代技術(たとえば「4G」)を含み得る。
【００２９】
　図1は、様々な通信リンク120および1つまたは複数のネットワーク110を示す。装置112
は、第1のサーバ104の中に図示され、第1のサーバ104はたとえば、1つまたは複数の通信
リンク120および/またはネットワーク110を介して、本明細書で提供される技術をサポー
トすることができる。装置114は、移動局102の中に図示され、移動局102はたとえば、1つ
または複数の通信リンク120および/またはネットワーク110を介して、本明細書で提供さ
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れる技術をサポートすることができる。局所的な地図データ116は、第2のサーバ106の中
に図示され、第2のサーバ106はたとえば、1つまたは複数の通信リンク120および/または
ネットワーク110を介して、本明細書で提供される技術をサポートすることができる。第2
のサーバの情報118は、第3のサーバ108の中に図示され、第3のサーバ108はたとえば、1つ
または複数の通信リンク120および/またはネットワーク110を介して、本明細書で提供さ
れる技術をサポートすることができる。
【００３０】
　加えて、図1において、たとえば、本明細書で提供される測位操作および/または他の技
術を、独立に、かつ/または、1つまたは複数の通信リンク120および/もしくはネットワー
ク110を介してサポートできる、1つまたは複数の送信機130が示される。たとえば、送信
機130は、移動局102により受信され得る、1つまたは複数のワイヤレス信号132を送信する
ことができる。図1において、移動局102および送信機130はさらに、たとえば構造物140に
関連し得る屋内環境の中にある、その近くにある、および/または場合によっては何らか
の形でその屋内環境と関連付けられるものとして、示される。
【００３１】
　図1に示される1つまたは複数の通信リンク120は、1つまたは複数のワイヤレス通信リン
クおよび/または1つまたは複数の非ワイヤレス通信リンク(たとえば、1つまたは複数のワ
イヤ、ファイバなどを用いて信号が送信される)を含んでもよく、そのような通信リンク1
20および/またはネットワーク110は、様々な対応デバイスおよび/またはそれらに関連す
る技術も表し得ることを、認識されたい。
【００３２】
　次に図2を参照し、図2は、ある実装形態による、局所的な地図データ214による測位支
援データ212を移動局に提供できる、例示的な第1のサーバ104のある特徴を示す、概略的
なブロック図である。
【００３３】
　図2は、装置112(図1)として動作し得る、第1のサーバ104の形態の、または第1のサーバ
104をホストする、特定のコンピューティングデバイス200を示す。ある例示的な実装形態
では、コンピューティングデバイス200は、(ネットワーク110を介した図1で表される)セ
ルラーネットワークなどの一部として、たとえば測位サーバなどとして、動作することが
できる。ある例示的な実装形態では、コンピューティングデバイス200は、装置112に有用
な追加の情報を提供するように構成され得る、1つまたは複数の他のリソース/デバイス(
図示せず)を含んでもよく、および/またはそのようなリソース/デバイスに結合されても
よい。
【００３４】
　このことに留意して、図2に示されるように、例示的なコンピューティングデバイス200
は、1つまたは複数の処理ユニット202、メモリ204、接続206、および1つまたは複数のネ
ットワークインターフェース208を含み得る。示されるように、メモリ204は、主要メモリ
204-1および/または二次的メモリ204-2を含み得る。ここで、たとえば、主要メモリ204-1
は、コンピュータ実施可能命令220および/または装置112に関連するデータを記憶するこ
とができ、これらは、処理ユニット202により実行されてもよく、または用いられてもよ
い。
【００３５】
　示されるように、ある時点において、主要メモリ204-1は、たとえば、位置情報210、支
援データ212、局所的な地図データ214、第2のサーバの情報216、および/または大まかな
位置218に関連する情報を、記憶することができる。たとえば、位置情報210および/また
は大まかな位置情報218は、ネットワークインターフェース208を介して、移動局102から
受信され得る。たとえば、局所的な地図データ214は、ネットワークインターフェース208
を介して、第2のサーバ106(図1)から受信され得る。たとえば、第2のサーバの情報216は
、同じまたは異なるネットワークインターフェース208を介して、移動局102および/また
は第3のサーバ108(図1)から受信され得る。たとえば、支援データ212は処理ユニット202
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により生成されてもよく、ネットワークインターフェース208を介して、移動局102に送信
されてもよい。ネットワークインターフェース208は、たとえば、1つまたは複数のワイヤ
レス送信機/受信機、および/または1つまたは複数の非ワイヤレスインターフェース(たと
えばイーサネット(登録商標)など)を含み得る。
【００３６】
　1つまたは複数の処理ユニット202は、たとえば、1つまたは複数の接続206を介して、メ
モリ204を用いて、(たとえば本明細書で提供される技術の全てまたは一部に従って)デー
タ処理を実行することができる。処理ユニット202は、ハードウェアまたはハードウェア
とソフトウェアの組合せで実装され得る。処理ユニット202は、データ計算手順または処
理の少なくとも一部を実行するように構成可能な、1つまたは複数の回路を代表するもの
であってよい。限定ではなく例として、処理ユニットは、1つまたは複数のプロセッサ、
コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路、デ
ジタルシグナルプロセッサ、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブ
ルゲートアレイなど、またはこれらの任意の組合せを含み得る。
【００３７】
　メモリ204は、任意のデータ記憶機構を代表するものであってよい。メモリ204は、たと
えば、主要メモリ204-1および/または二次的メモリ204-2を含み得る。主要メモリ204-1は
、たとえば、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メモリなどを含み得る。この例では
処理ユニットとは別のものであるとして示されているが、主要メモリの全てまたは一部は
、処理ユニット202または他の同様の回路の中で提供されてもよく、または場合によって
は、それらと同じ場所に配置/それらと結合されてもよいことを、理解されたい。二次的
メモリ204-2は、たとえば、主要メモリと同一もしくは類似のタイプのメモリ、および/ま
たは1つもしくは複数のデータ記憶デバイスもしくはシステム、たとえば、ディスクドラ
イブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、ソリッドステートメモリドライブなどを含
むことができる。いくつかの実装形態では、二次的メモリはコンピュータ可読媒体230を
動作可能に受けること、または場合によってはコンピュータ可読媒体230に結合するよう
に構成することができる。示されるように、メモリ204および/または非一時的なコンピュ
ータ可読媒体230は、データ処理(たとえば、本明細書で提供される技術に従った)と関連
するコンピュータ実施可能命令220を含み得る。
【００３８】
　次に図3を参照し、図3は、ある実装形態による、局所的な地図データ214による測位支
援データ212を取得および使用でき得る、たとえば図1におけるような移動局102のある特
徴を示す概略的なブロック図である。
【００３９】
　図3は、ある実装形態による、装置114(図1)として少なくとも一部動作して、局所的な
地図データ214による測位支援データ212を取得し、および/または場合によっては利用す
ることができる、移動局102の形態の特定のコンピューティングデバイス300を示す。ある
例では、移動局102は、装置114として少なくとも一部動作して、1つまたは複数のサーバ
にアクセスし、たとえば1つまたは複数の送信機130(図1)により送信され1つまたは複数の
受信機314を介して受信されるワイヤレス信号132を場合によっては利用することができる
。ある例示的な実装形態では、装置300は、ユーザによって適度に各所に移動され得る、
任意の電子デバイスの形態であってよい。
【００４０】
　このことに留意して、図3に示されるように、例示的な移動局102は、1つまたは複数の
処理ユニット302、メモリ304、接続306、1つまたは複数のネットワークインターフェース
308、1つまたは複数のユーザ入力デバイス310、1つまたは複数のユーザ出力デバイス312
、および1つまたは複数の受信機314を含み得る。示されるように、メモリ304は、主要メ
モリ304-1および/または二次的メモリ304-2を含み得る。ここで、たとえば、主要メモリ3
04-1は、装置114に関連する情報を記憶するものとして示され、この情報は、処理ユニッ
ト302により実行されてもよく、または用いられてもよい。たとえば、装置114は、処理ユ
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ニット302により実行され、局所的な地図データ214による支援データ212を要求し、また
は場合によっては取得し、大まかな位置218および/または位置情報210を確立し、かつ/ま
たは第2のサーバの情報216を特定することができる。そのような情報は、たとえば、ネッ
トワークインターフェース308を介して、適宜送信または受信され得る。
【００４１】
　示されるように、移動局102は、1つまたは複数の接続306を介してメモリ304に結合され
る、データ処理(たとえば本明細書で説明される技術の全てまたは一部に従った)を実行す
るための1つまたは複数の処理ユニット302を含む、特定のコンピューティングデバイスの
形態であり得る。処理ユニット302は、ハードウェアまたはハードウェアとソフトウェア
の組合せで実装され得る。処理ユニット302は、データ計算手順または処理の少なくとも
一部を実行するように構成可能な、1つまたは複数の回路を代表するものであってよい。
限定ではなく例として、処理ユニットは、1つまたは複数のプロセッサ、コントローラ、
マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路、デジタルシグナル
プロセッサ、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ
など、またはこれらの任意の組合せを含み得る。
【００４２】
　メモリ304は、任意のデータ記憶機構を代表するものであってよい。メモリ304は、たと
えば、主要メモリ304-1および/または二次的メモリ304-2を含み得る。主要メモリ304-1は
、たとえば、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メモリなどを含み得る。この例では
処理ユニットとは別のものであるとして示されているが、主要メモリの全てまたは一部は
、処理ユニット302または移動局102内の他の同様の回路の中で提供されてもよく、または
場合によっては、それらと同じ場所に配置/それらと結合されてもよいことを、理解され
たい。たとえば、二次的メモリ304-2は、主要メモリと同じもしくは類似の種類のメモリ
、および/または、たとえばディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、
ソリッドステートメモリドライブなどのような、1つまたは複数のデータ記憶デバイスも
しくはシステムを含み得る。特定の実装形態では、二次的メモリは、非一時的なコンピュ
ータ可読媒体360を動作可能に受けることができてもよく、または場合によっては、コン
ピュータ可読媒体360に結合するように構成可能であってもよい。示されるように、メモ
リ304および/またはコンピュータ可読媒体360は、データ処理(たとえば、本明細書で提供
される技術に従った)と関連するコンピュータ実施可能命令320を含み得る。
【００４３】
　ある例示的な実装形態では、示されるように、移動局102はさらに、1つまたは複数のユ
ーザ入力デバイス310(たとえば、キーボード、タッチスクリーンなど)および/または1つ
または複数のユーザ出力デバイス312(たとえば、ディスプレイ、プロジェクタ、スピーカ
など)を含み得る。したがって、たとえば、位置に基づくサービス、経路、地図、および/
または他の同様の情報が、何らかの形態のユーザ出力を介して、ユーザに提示され得る。
また、位置に基づくサービスまたは他の機能に関連するユーザ入力が、受け取られ得る。
【００４４】
　示されていないが、移動局102は様々なタスクを実行できるようにされてもよく、その
ようなタスクのいくつかまたは多くは、位置に基づくサービスおよび/または他の同様の
位置推定機能とは関係がなくてもよいことを、理解されたい。移動局102は、たとえば、G
PS、または他の同様の全地球航法衛星システム(GNSS)、または位置もしくは場所の推定に
用いられ得る局所的な案内機能を利用するための、1つまたは複数の受信機314を含み得る
。加えて、装置114は、位置に基づくサービスおよび/または他の同様の位置推定と関連す
る、1つまたは複数の機能を代表するものであってよいことを、理解されたい。
【００４５】
　次に図4を参照して、図4は、ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支援
データを移動局に提供する際に、1つまたは複数の他のコンピューティングデバイスを提
供および/または支援できる、少なくとも1つのコンピューティングデバイスにおいて用い
る、例示的な処理400のある特徴を示す流れ図である。たとえば、処理400は、セルラーネ
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ットワーク内の第1のサーバ104(図1)の装置112で実施され得る。
【００４６】
　ブロック402において、位置情報の要求が移動局に提供され得る。ここで、たとえば、
装置112にそのような要求を開始させる、1つまたは複数のトリガイベントおよび/または
サービス呼が識別され得る。ある例示的な実装形態では、要求(またはトリガイベント)は
、セルラーネットワークの一部であってもなくてもよい、移動局またはサーバまたは他の
同様のコンピューティングデバイス、第三者のコンピューティングデバイスなどで実行さ
れるアプリケーションから来ることがあり、または場合によってはそのようなアプリケー
ションに関連することがある。
【００４７】
　ブロック404において、移動局から支援データの要求を取得したことに応答して、局所
的な地図データの要求が第2のサーバに提供され得る。ある例示的な実装形態では、(任意
選択の)ブロック406において、支援データの要求は、1つまたは複数の特定の第2のサーバ
、1つまたは複数の特定の第3のサーバ、および/または移動局の大まかな位置を示すもの
であってよい。ある例示的な実装形態では、(任意選択の)ブロック408において、第2のサ
ーバの情報の要求が第3のサーバに提供され得る。ここで、たとえば、局所的な地図デー
タの要求は、第3のサーバから取得された第2のサーバの情報に少なくとも一部基づき得る
。ある例示的な実装形態では、第2のサーバの情報は、ネットワークアドレス、および/ま
たは第2のサーバと関連付けられた他の実質的に固有の識別子を含み得る。
【００４８】
　ブロック410において、第2のサーバから局所的な地図データを取得したことに応答して
、支援データが移動局に提供され得る。ここで、たとえば、支援データは、局所的な地図
データを少なくとも一部含んでもよく、または場合によっては局所的な地図データに少な
くとも一部基づいてもよい。
【００４９】
　ブロック412において、位置情報が移動局から取得され得る。ここで、たとえば、位置
情報は、支援データおよび/または支援データの使用に少なくとも一部基づいて求められ
得る。
【００５０】
　次に図5に注目し、図5は、ある実装形態による、たとえば、局所的な地図データによる
測位支援データを取得でき、および/または場合によっては使用できる、移動局102(図1)
の装置114で実施され得る、例示的な処理500のある特徴を示す流れ図である。
【００５１】
　ブロック502において、支援データの要求は、たとえば、セルラーネットワーク内の第1
のサーバ104(図1)に提供され得る。ここで、たとえば、そのような要求された支援データ
は、第2のサーバから第1のサーバにより取得される局所的な地図データを少なくとも一部
含んでもよく、および/または場合によってはそのような地図データに少なくとも一部基
づき得る。ある例示的な実装形態では、(任意選択の)ブロック504において、支援データ
の要求は、1つまたは複数の特定の第2のサーバ、1つまたは複数の特定の第3のサーバ、お
よび/または移動局の大まかな位置を示すものであってよい。ある例示的な実装形態では
、(任意選択の)ブロック506において、第2のサーバの情報の要求を、第3のサーバに提供
することができ、第2のサーバの情報が、第3のサーバから取得される。ここで、たとえば
、そのような第2のサーバの情報は、第2のサーバを表すものであってよく、支援データの
要求は、そのような第2のサーバの情報に少なくとも一部基づき得る。
【００５２】
　ブロック508において、測位支援データが、第1のサーバから取得され得る。ブロック51
0において、移動局と関連付けられた位置情報が、取得された測位支援データに少なくと
も一部基づいて、求められ得る。ブロック512において、位置情報が、第1のサーバおよび
/または他の同様のデバイス、サービス、アプリケーションなどに提供され得る。
【００５３】
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　ある態様によれば、本明細書で提供される技術は、高精度の局所的な位置決定(いわゆ
る「屋内測位」)を可能にすることができ、この場合、運営者のネットワーク内の測位サ
ーバが、支援データおよび/または位置推定の収集ならびに送達に関与し得る。
【００５４】
　屋内測位の様々な(典型的な)特許による手法がよく知られている。これらの手法では、
および、公開のAPIを用いる可能性があるが任意の関連するセルラーネットワークの標準
化の範囲の外にある同様の方式では、モバイルデバイスは、まず「ディレクトリサーバ」
と通信し、ディレクトリサーバは、モバイルデバイスの概略的な(たとえば、空港のよう
な大きな施設の単位の)位置に基づいて、「地図サーバ」のIPアドレスまたは他のルーテ
ィング情報を提供する。次いで、モバイルデバイスは地図サーバと通信して、デバイスが
自身の位置を求める際に基準とし得る近隣のWLANアクセスポイントの位置のような、屋内
測位の測定を支援する情報を取得する。
【００５５】
　大まかな位置を得るために、移動局が測位プロトコル、たとえば、Long Term Evolutio
n(LTE) Positioning Protocol(LPP)、LPP enhanced(LPPe)、Radio Resource Location Se
rvices(LCS) Protocol(RRLP)を、場合によってはSecure User Plane Location(SUPL)のよ
うな他のプロトコルなどを用いて、測位サーバを含むセルラーネットワークと対話するこ
とが有用であり得る。
【００５６】
　ある単純な手法では、移動局はまず、自身の大まかな位置を、たとえばMO-LR(Mobile O
riginated Location Request)操作を介して、セルラーネットワークの測位設備から取得
してもよい。そのような手順の後、移動局は、自身の概略的な位置を認識することができ
、その位置をディレクトリサーバに提供することができる。支援データの送達および測位
の推定を得るための要求/応答メッセージの送達は、たとえば、RRLP、LPP、LPPeなどのよ
うな測位プロトコルが仲介して行われ得る。
【００５７】
　あるいは、(屋内)測位の要求の発信者は、たとえば、移動局の位置に関心がある遠隔の
サーバまたはピアのような、別個のエンティティであってもよい。そのような場合、要求
するエンティティがまず、移動局に対してMT-LR(Mobile Terminated Location Request)
を引き起こして大まかな位置を取得し、次いで、その位置を、屋内測位の手順を開始する
ための命令とともに、移動局に提供することができる。しかし、そのような手法は、サー
バが移動局へのIP接続を確立できることが必要であることがあり、場合によってはさらに
重要なことに、運営者の測位サーバのドメインから、何らかの測位機能を失わせることが
ある。後者は、測位を確実に課金可能なイベントとすることを運営者が望む場合には問題
となることがあり、合法的な傍受が必要とされ得る場合には非常に深刻になり得る。した
がって、たとえば測位サーバにより制御されるセルラーネットワークにおいて、屋内測位
を他の測位方法と統合するために利用され得る、本明細書で提示されるような技術が必要
である。
【００５８】
　本明細書で提示されるある例示的な手法では、局所的な地図データ(たとえば、場合に
よっては電子地図の一部)が、最終的に測位することが意図される移動局ではなく、移動
局に転送するためのセルラー事業者の測位サーバ(第1のサーバ)に提供される。したがっ
て、地図サーバ(第2のサーバ)に連絡する役割を担うのは、移動局ではなく測位サーバで
ある。ここで、たとえば、そのような連絡は支援データの要求により引き起こされてもよ
く、支援データの要求は、場合によっては屋内測位の方法のための何らかのメッセージを
封入する基本プロトコルへの拡張として、測位プロトコルにおいて実現され得る。
【００５９】
　このことに留意して、次に図6に注目し、図6は、ある実装形態による、局所的な地図デ
ータによる測位支援データが移動局に提供され得る、例示的な処理600のある特徴を示す
呼の流れ図である。
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【００６０】
　例示的な動作1において、屋内測位が、たとえば前に説明されたように、引き起こされ
得る。例示的な動作2において、大まかな位置がたとえば、やはり前に説明されたように
、取得され得る。例示的な動作3、6、9および11は、移動局102と測位サーバ(第1のサーバ
104)との間で動作する測位プロトコル(たとえば、RRLP、LPP、LPPeなど)の一部として起
こり得る。地図サーバ(第2のサーバ106)のアドレスを、たとえば、移動局102による例示
的な動作4および5を介して発見することで、適切なアドレスを、例示的な動作6を介して
測位サーバに提供することが可能になる。したがって、測位サーバは受信されたアドレス
を用いて、たとえば例示的な動作7および8を介して、局所的な地図データを取り出すこと
ができる。たとえば、局所的な地図データは、例示的な動作9において支援データとして
提供され得る。例示的な動作10において、移動局は、支援データに基づいて信号測定を行
い、動作11によって、位置情報の中の計算された(推定された)場所または位置を、測位サ
ーバに提供することができる。
【００６１】
　ある局所的な地図データは慎重に扱われるべきものと考えられることがあるので、介在
するサーバまたは他のデバイスではなく特定の基地局によってそのようなデータが可読で
あるように、データを暗号化および/または場合によっては曖昧にすることが有用であり
得る。そのような端末間の暗号化または他の同様の暗号化のための多くの適切な技術が、
本技術分野に存在し、上記のような目的のために利用され得る。
【００６２】
　次に図7に注目すると、図7は、ある実装形態による、局所的な地図データによる測位支
援データが移動局に提供される、別の例示的な処理700のある特徴を示す呼の流れ図であ
る。
【００６３】
　ここで、代替形態として、たとえば移動局の位置を要求するデバイスまたはクライアン
トにより自身のアドレスが提供され得る、および/または自身のアドレスを事前に知り得
る、ディレクトリサーバ(第3のサーバ108)を用いて、測位サーバ(第1のサーバ104)自体が
、地図サーバ(第2のサーバ106)のアドレスを取得してもよい。
【００６４】
　ここで、たとえば、ディレクトリサーバのアドレスは、例示的な動作4において測位サ
ーバに利用可能にされてもよいが、上で述べたように、ある例では、そのようなアドレス
は、例示的な動作1におけるクライアントエンティティからの最初の要求で送達されても
よく、および/または、事前に測位サーバに知られていてもよい。例示的な測位プロトコ
ルの態様(たとえば、動作3、4、9および11における)は、地図サーバの連絡情報が測位サ
ーバに提供されなくてもよく、代わりに、処理700の例示的な動作5および6を介して測位
サーバにより発見されてもよいということを除き、図6の処理600の態様と同様である。
【００６５】
　移動局の大まかな位置を利用できることは必須ではなくてもよいことに、留意されたい
。たとえば、例示的な動作2における測位操作により、位置が代わりに測位サーバに知ら
れるようになった場合(たとえば、Network Induced Location Request(NI-LR)操作)、測
位サーバは、例示的な動作5で用いる大まかな位置を、既に有している可能性がある。し
たがって、例示的な動作4における大まかな位置は、任意選択であってよい。
【００６６】
　したがって、さらなる例示として、本明細書で提供される例示的な技術により、ワイヤ
レスネットワークにおける移動局の推定位置を求めるための方法を、実施することができ
る。ここで、たとえば、方法は、第1の測位操作を介して、移動局の概略的な大まかな位
置を取得するステップと、大まかな位置に少なくとも一部基づいて、第2のサーバのアド
レスを第1のサーバから取得するステップと、第2の測位操作のための支援データを、ワイ
ヤレスネットワークの支援データの要素により第2のサーバから取得するステップと、移
動局に支援データを送達するステップと、移動局によって、第2の測位操作をサポートす
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る測定を実行するステップとを含んでもよく、第2の測位操作により、移動局の推定位置
が得られる。
【００６７】
　ある例示的な実装形態では、第2のサーバのアドレスを取得するステップは、移動局に
より実行され得る。ある例示的な実装形態では、第2のサーバのアドレスは、移動局によ
り測位サーバに転送され得る。ここで、たとえば、そのような転送は、たとえば、LPP、L
PPe、RRLPなどのような測位プロトコルを用いて、起こり得る。ある例では、たとえば、
そのような転送は、たとえば支援データの要求の一部として、第2のサーバのアドレスま
たは他の同様の識別子を含むように拡張された、LPPのメッセージを用いて、起こり得る
。したがって、たとえば、第2のサーバから受信された局所的な地図データは、支援デー
タの要求に応じた支援データとして、移動局に送信され得る。ここで、たとえば、そのよ
うなデータは、第2のサーバから受信されたデータまたはそのようなデータに少なくとも
一部基づくデータを含むように拡張された、LPPのメッセージを用いて、移動局に送信さ
れ得る。
【００６８】
　ある例示的な実装形態では、第2のサーバのアドレスを取得するステップは、セルラー
ネットワーク要素により実行され得る。ここで、たとえば、そのようなネットワーク要素
は、測位サーバを含み得る。したがって、たとえば、第2のサーバのアドレスを取得する
ステップは、測位サーバにおいて支援データの要求が受信されることにより引き起こされ
得る。ここで、たとえば、支援データの要求は、たとえば、LPP、LPPe、RRLPなどのよう
な測位プロトコルのメッセージを含んでもよい。ある例では、たとえば、LPPメッセージ
は、第2のサーバのアドレスを取得する際に用いられ得る1つまたは複数のフィールドを含
むように拡張され得る、支援データの要求を含んでもよい。ある例示的な実装形態では、
LPPメッセージは、移動局の大まかな位置、および/またはアドレスまたは他の同様の第2
のサーバの情報を含んでもよい。
【００６９】
　ある例示的な実装形態では、第2のサーバから受信された局所的な地図データの移動局
への送達は、要求に応じた支援データの送達として起こり得る。ここで、たとえば、支援
データの送達には、たとえば、LPP、LPPe、RRLPなどのような測位プロトコルのメッセー
ジを利用することができる。ある例示的な実装形態では、支援データの送達には、第2の
サーバから受信された局所的な地図データおよび/またはそのような地図データに基づく
データを移動局に提供するように拡張される、LPPのメッセージの利用を含み得る。
【００７０】
　ある例示的な実装形態では、移動局の大まかな位置は、第1の測位操作の結果として、
ネットワーク要素により取得され得る。ある例示的な実装形態では、1つまたは複数のサ
ーバのアドレスは、ネットワーク要素への構成パラメータとして提供され得る。
【００７１】
　本明細書を通じて、「一例(one example)」、「ある例(an example)」、「ある例(cert
ain examples)」、または「例示的な実装形態」への言及は、具体的な特徴、構造、また
は特徴および/もしくは例とともに説明された特性が、特許請求される主題の少なくとも1
つの特徴および/または例に含まれ得るということを意味する。したがって、本明細書全
体の様々な箇所で現れる、「一例では(in one example)」、「ある例(an example)」、「
ある例では(in certain examples)」、または「特定の実装形態では」または他の同様の
語句は、全てが同一の特徴、例、および/または限定を指すものであるとは限らない。さ
らに、具体的な特徴、構造、または特性は、1つまたは複数の例および/または特徴となる
ように組み合わされてもよい。
【００７２】
　本明細書で用いられる用語「および」、「または」、および「および/または」は、そ
のような用語が用いられる文脈に少なくとも一部に応答して決まることも考えられる、様
々な意味を含み得る。通常、「または」は、A、BまたはCのように、列挙したものを関連
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付けるために用いられる場合、排他的な意味で用いられる場合の、A、BまたはCとともに
、包含的な意味で用いられる場合の、A、B、およびCも意味することが意図される。加え
て、本明細書で用いられる用語「1つまたは複数」は、単数の任意の特徴、構造、または
特性を表現するのに用いられることがあり、または、複数の特徴、構造、または特性、も
しくはこれらの何らかの他の組合せを表現するのに用いられることがある。しかし、これ
は説明のための例に過ぎず、特許請求される主題はこの例に限定されないことに留意され
たい。
【００７３】
　本明細書で説明される方法は、具体的な特徴および/または例に従った用途に応答して
、様々な手段により実施され得る。たとえば、そのような方法は、ソフトウェアとともに
、ハードウェア、ファームウェア、および/またはこれらの組合せで実装され得る。ハー
ドウェア実装では、たとえば、処理ユニットは、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(
ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタルシグナルプロセシングデバイス(DSP
D)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FP
GA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デ
バイス、本明細書で説明された機能を実行するように設計された他のデバイスユニット、
および/またはこれらの組合せの中で実装され得る。
【００７４】
　上述の詳細な説明において、多くの具体的な詳細が、特許請求される主題の完全な理解
をもたらすために説明されてきた。しかし、特許請求される主題は、これらの具体的な詳
細がなくても実行され得ることが、当業者には理解されよう。他の例では、当業者には既
知であろう方法および装置は、特許請求される主題を不明瞭にしないために、詳細には説
明されていない。
【００７５】
　上述の詳細な説明のいくつかの部分は、特定の装置または専用のコンピューティングデ
バイスまたはプラットフォームのメモリに記憶される、バイナリのデジタル電子信号上の
、操作のアルゴリズムまたは記号による表現の形で提示されてきた。この特定の明細書に
関して、「特定の装置」などの用語は、プログラムソフトウェアからの命令に従って特定
の機能を実行するように汎用コンピュータがプログラムされた場合、そのような汎用コン
ピュータを含む。アルゴリズム記述または記号表現は、当業者が作業内容を他の当業者に
伝えるために信号処理または関連技術において使用する技法の例である。アルゴリズムは
本明細書に存在し、一般に、操作または所望の結果に導く同様の信号処理の自己矛盾のな
い順番であると考えられる。この場合の操作または処理は、物理量の物理的な操作を含む
。通常、必須ではないが、そのような物理量は、情報を表す電子信号として、記憶され、
送信され、組み合わされ、比較され、または場合によっては操作され得る、電気信号また
は磁気信号の形態であり得る。場合によっては、主に一般に用いられているという理由で
、そのような信号を、ビット、データ、値、要素、記号、文字、語、数字、番号、情報な
どとして言及することが便利であることが分かっている。しかし、これらの用語または同
様の用語の全てが、適切な物理量と関連付けられるべきであり、便宜的な呼び方にすぎな
いことを、理解されたい。別段特に述べられない限り、以下の議論から明らかなように、
本明細書全体において、「処理する」、「算出する」、「計算する」、「決定する」、「
確立する」、「取得する」、「特定する」、「選択する」などのような用語を利用した議
論は、専用のコンピュータまたは同様の専用の電子コンピューティングデバイスのような
、特定の装置の動作または処理を指すことが、理解される。したがって、本明細書の文脈
においては、専用のコンピュータまたは同様の専用の電子コンピューティングデバイスは
、メモリ、レジスタ、または他の情報記憶デバイス、伝送デバイス、または、専用のコン
ピュータもしくは同様の専用の電子コンピューティングデバイスの表示デバイスの中に、
通常は物理的な電子的な量または磁気的な量として表される信号を、操作または変換する
ことができる。この特定の特許出願の文脈においては、用語「特定の装置」は、プログラ
ムソフトウェアからの命令に従って特定の機能を実行するようにプログラムされた後の、
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汎用コンピュータを含み得る。
【００７６】
　いくつかの状況では、バイナリ1からバイナリ0への、またはその逆の状態の変化のよう
な、メモリデバイスの動作は、たとえば、物理的な変換のような変換を含み得る。特定の
種類のメモリデバイスでは、そのような物理的な変換は、異なる状態または物への、物品
の物理的な変換を含み得る。たとえば、限定はされないが、いくつかの種類のメモリデバ
イスでは、状態変化は、電荷の蓄積および保存、または保存された電荷の放出に関与し得
る。同様に、他のメモリデバイスでは、状態の変化は、帯磁方向の物理的変化もしくは変
換、または、結晶からアモルファスもしくはその逆のような、分子構造の物理的な変化も
しくは変換を含み得る。さらに他のメモリデバイスでは、物理的な状態の変化は、たとえ
ば量子ビット(qubit)に関与し得る、重ねあわせ、エンタングルメントなどのような、量
子力学的な現象に関与し得る。上述の内容は、バイナリ1からバイナリ0への、またはその
逆の、メモリデバイスにおける状態の変化が、物理的な変換のような変換を含み得る全て
の例の、網羅的な列挙であることは意図されない。むしろ、上述の内容は、説明のための
例であることが意図される。
【００７７】
　コンピュータ可読(記憶)媒体は、通常、非一時的な媒体であってもよく、または非一時
的なデバイスを含んでもよい。この場合の非一時的な記憶媒体は、有形のデバイスを含ん
でもよく、すなわち、デバイスは具体的な物理的な形状を有し、しかしデバイスはその物
理的な状態を変えてもよい。したがって、たとえば、非一時的とは、状態がそのように変
化しても有形のままであるデバイスを指す。
【００７８】
　例示的な特徴であると現在考えられることが、例示され説明されてきたが、特許請求さ
れる主題から逸脱することなく、様々な他の修正を行うことができ、等価物が置換され得
ることが、当業者には理解されよう。加えて、特許請求される主題の教示に具体的な状況
を適合させるために、本明細書で説明される中心的な概念から逸脱することなく、多くの
修正が行われ得る。
【００７９】
　したがって、特許請求される主題は、開示された特定の例には限定されず、そのような
特許請求される主題は、添付の特許請求の範囲およびその等価物の範囲の中の、全ての態
様も含み得ることが、意図される。
【符号の説明】
【００８０】
　　102　移動局
　　104　第1のサーバ
　　106　第2のサーバ
　　108　第3のサーバ
　　110　ネットワーク
　　112　装置
　　116　局所的な地図データ
　　118　第2のサーバの情報
　　130　送信機
　　200　コンピューティングデバイス
　　202　処理ユニット
　　204　メモリ
　　206　接続
　　208　ネットワークインターフェース
　　210　位置情報
　　212　支援データ
　　214　局所的な地図データ



(24) JP 5599902 B2 2014.10.1

10

　　216　第2のサーバの情報
　　218　大まかな位置
　　220　命令
　　230　コンピュータ可読媒体
　　300　コンピューティングデバイス
　　302　処理ユニット
　　304　メモリ
　　306　接続
　　308　ネットワークインターフェース
　　310　入力デバイス
　　312　出力デバイス
　　314　受信機
　　320　命令
　　360　コンピュータ可読媒体

【図１】 【図２】
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